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公印省略 

 

医療ニーズの高い未承認医療機器等の早期導入に関する要望の募集について 

 

平素より，本会の事業推進にご協力を賜りまして，誠にありがとうございます． 

さて，厚生労働省医政局経済課医療機器政策室より本会宛に「医療ニーズの高い未承認

医療機器等の早期導入に関する要望書の募集について」の依頼がありました． 

つきましては，厚生労働省から依頼文によりますと，「要望書の提出について」は，募集

期間が，第 1 回締め切りが平成 26 年 6 月 30 日，第 2 回目が平成 26 年 10 月 31 日，第 3

回締め切りが平成 27 年 2 月 27 日となっております．ご多用とは存じますが，何卒，ご高

配・ご協力の程をお願い申し上げます． 

関連の URL は， 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/soukidounyuu2/index.html 

です． 

なお，詳細は，厚生労働省医政局経済課医療機器政策室（担当：許斐氏，池田氏 電話：

03-3595-2421 e-mail： kiki-needs@mhlw.go.jp ）にお問い合わせ下さいますようお願

い申し上げます． 

 

 

 

日本医学会 電話：03-3946-2121（内 4260） 
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厚生労働省医政局経済課医療機器政策室 

 

 

 平素より、厚生労働行政にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

厚生労働省では、平成 18 年に「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関

する検討会」を設置し、医療上必要性が高いにもかかわらず我が国において未

承認又は適応外の医療機器及び体外診断用医薬品について、関係学会等からの

要望に基づいて、関係企業に薬事申請を要請する等、早期承認に向け努めてき

ました。 

平成 26 年度におきましても、別紙のとおり厚生労働省ホームページにて関係

学会等からの要望の受付を開始いたしましたので、貴会加盟学会あてご周知方

よろしくお願い申し上げます。 
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